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Ⅰ 独立行政法人の抜本的見直しの背景 

 

 独立行政法人は、公共性の高い一定の事業について、国の事前関与を極力なく

し、法人の自律性にゆだねることで業務の効率化を高めることを目指して設計さ

れ、平成13年に発足した制度である。政策の「企画」と「執行」を分離し、業務

の専門性が高く一般的な行政組織とは別に事業を遂行することが必要な分野、あ

るいは運営費交付金制度等により機動的かつ柔軟な事業実施が求められる分野等

について、国からの一定のガバナンスを保持しつつ国から独立した組織体が政策

の執行をつかさどることは、より質の高い行政サービスの提供のために効果的な

システムといえる。 

 

 しかしながら、独立行政法人制度の発足に当たっては、政府の機能の一部を切

り出し効率的に運営するために設立されたいわゆる「先行独法」と、その後、特 

殊法人等と行政との関係を再整理するため、特殊法人等から移行したいわゆる 

「移行独法」とが併存することとなった。 

 

 当時は、それぞれの法人が担う業務の特性や実態はあまり着目されず、新法人

の設立や組織面に議論が集中しがちであった。この結果、①様々な分野で様々な

態様の業務を行っている法人をすべて一律の制度にはめ込むこととなり、また、

②移行前の行政組織や特殊法人等における種々の業務が、十分な検証や整理がな

されることなく新法人に引き継がれることになった面は否定できない。 

 

 行政サービスの水準向上を目的に発足した独立行政法人であったが、創設後約

10年が経過し、必要のない事業の継続、不要な資産の保有など非効率な業務運営

が温存される傾向にあることが指摘されているのは、以上のような問題を抱えて

いたことが大きな要因の一つと考えられる。 

 

 政府は、昨年来、事業仕分けの手法を用いて行政全般の刷新を強力に進めてき

た。行政刷新の本旨は、行政本体のみならず独立行政法人など行政に関連する分

野も含めた効率化を徹底し、より高度な行政サービスの提供を実現することにあ

る。その際には、上述したこれまでの独立行政法人が内包してきた問題を踏まえ

た対応が不可欠であり、まず①事務・事業等の無駄を洗い出した上で、②制度・

組織の見直し、とりわけガバナンスの在り方について検討を進めることが重要で

ある。 

 

 すなわち、単に組織をどう移行させるか等の観点ではなく、まず、事務・事業

自体の徹底的な見直しを行い、真に必要な事業か、独立行政法人が行うべき事業

か等の観点から検証を行うことが前提である。その上で、独立行政法人が実施主

体となることがふさわしいと判断された事業について、重複等を排除しつつ、い

かなる組織体がそれを担うことが適当かとの観点から独立行政法人組織の再編整

理を行うとともに、その事業の目的、特性、財源等を踏まえて、最も適切なガバ
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ナンスの仕組みなどの制度設計を検討すべきである。 

 

 こうした考え方の下、独立行政法人の抜本改革の第一段階として、その業務の

特性等を踏まえながら、すべての独立行政法人の全事務・事業及び全資産を精査

し、今般「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」として講ずべき措置

について取りまとめたところである。各法人及び主務府省においては、本基本方

針に沿って自ら事務・事業の改革を着実に推進することが必要である。 

 

 本基本方針の着実な実施とともに、改革の第二段階として、同方針を踏まえた

独立行政法人の制度・組織の見直しの検討を今後進めることとする。 

 

 独立行政法人改革は、行政と独立行政法人との関係の再整理を含め、「公」の

新しい姿を構築するための改革である。かかる観点から、政府が一体となってこ

の改革に積極的に取り組んでいくこととする。 

 

 なお、独立行政法人の抜本的な見直しに当たって、独立行政法人の雇用問題に

配慮する。 
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Ⅱ 事務・事業の見直しについて 

 

 独立行政法人のすべての事務・事業について、以下の基本的な考え方に基づき

点検作業を進めてきており、各独立行政法人の事務・事業について講ずべき措置

は、別表のとおりである。 

 

１．研究開発関係  

 

○ 国の政策に基づく研究開発を確実に実施するため、国の政策目的や優先度を

踏まえて、研究開発テーマを重点化する。 

○ 複数の独立行政法人が類似の研究開発を行っている場合、事業の再編・統廃

合等により重複排除を図り、重点的な研究開発を推進する。 

○ 資金配分先の選択が固定化しないようにするとともに、優先度に即して、よ

り効率的・効果的なものに資金配分がなされるように、競争的資金制度の大く

くり化を図る。 

○ 国と独立行政法人がそれぞれ類似の競争的資金制度を有している場合、可能

な限り、より効率的に実施できる体制の下で一元化する。 

○ 研究開発以外の業務に付随して行う調査研究について、主たる業務を行う上

で必要不可欠なものに重点化する。 

 

２．金融関係  
 

○ 民間での実施や他の手段で代替できるなど、政策的意義が低下している金融

関係事業は廃止する。 

○ 政策的意義が高く引き続き独立行政法人で実施すべきと考えられる金融関係

事業については、リスク審査を強化するなどして、財務内容の健全化を進める。 

 ○ 債権管理・資金回収を強化する。 

○ 共済、年金及び保険については、資産運用管理を強化し、運用益の拡大や繰

越欠損金の解消を図る。 

 

３．研修・試験関係  

 

○ 独立採算が可能で、民間でも実施能力のあるものについては、民間で行うも

のとする。また、独立行政法人で行うものについても、可能な限り、民間委託

を推進する。その際、公的な位置付けが必要な試験については、その位置付け

の維持に留意する。 

○ 自治体の権限に関連するもの、地域のニーズに応じてきめ細やかに実施すべ

きもの及び既に自治体が類似事業を実施しているものについては自治体への移

管を図る。 

○ 実績の低い研修等は廃止するとともに、政策的意義について改めて検証し事

業の重点化を図るなど、事業の効率化・重点化を推進する。 
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４．施設管理・運営関係  
 

 ○ 稼働率が低いもの、他に代替施設があるもの等、政策的意義が低いものは廃

止する。 

 ○ 民間や自治体でも実施可能なものについては、独立行政法人は業務を行わな

い。 

 

５．検査・分析関係  

 

○ 技術面等から民間で実施可能な定型的検査・分析等の業務については、公平

・中立性を確保した上で、可能な限り民間で実施する。 

 

６．病院関係  
 

○ 診療事業については、交付金対象事業を国の政策上特に必要と認められる分

野に限定し、国費に頼らない形での実施を目指す。 

○ 管理部門の縮小、地域事務所の見直し、人員削減等により事務・間接部門の

一層の効率化を図る。 

 

７．その他  

 

 ① 情報収集・提供 

○ 民間や他法人が類似の情報収集・提供業務を行っている場合には、事業の

廃止や再編等により重複を排除する。 

 

 ② 交流・招へい 

○ 民間や他法人が類似の交流・招へい業務を行っている場合には、事業の廃

止や再編等により重複を排除する。 

 

 ③ 助成・振興 

○ 事業の実施に当たっては、国が要件等を具体的に定めるとともに、政策的

意義を十分検証し、事業規模を必要最小限とする。 

○ 中小企業やベンチャー企業等の研究開発に関し、その成功時の売上等に係

る納付を前提として、独立行政法人が財投資金から調達して行う支援事業は

原則として廃止する。 
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Ⅲ 資産・運営の見直しについて 

 

 独立行政法人の資産・運営については、以下の取組を進める。また、各独立行

政法人の資産・運営について個別に講ずべき措置は、別表のとおりである。 

 

１．不要資産の国庫返納  

 

○ 国の資産を有効かつ効率的に活用する観点から、独立行政法人の利益剰余金

や保有する施設等について、そもそも当該独立行政法人が保有する必要性があ

るか、必要な場合でも最小限のものとなっているかについて厳しく検証し、不

要と認められるものについては速やかに国庫納付を行う。 

○ 不要な施設等の納付方法については、原則として現物により速やかに納付す

ることとし、国は、納付を受けたものを含めた国有財産全体の有効活用を図る。 

○ なお、本基本方針で個別に措置を講ずべきとされたもの以外のものについて

も、各独立行政法人は、貸付資産、知的財産権も含めた幅広い資産を対象に、

自主的な見直しを不断に行う。 

 

２．事務所等の見直し  

 

○ 国の財政資金を独立行政法人の本来業務に効果的に充当するため、事務所等

の運営については、徹底的な整理・統廃合や組織・府省の枠を超えた共用化を

行い、管理部門経費を削減する。 

○ 東京事務所については、真に必要なもののみ存置するとともに、併せて必要

な機能の移転・集約化を図り、効率的な業務運営を確保する。 

○ 海外事務所については、個々の必要性をゼロベースで検証し、整理・統廃合

を行うとともに、経費削減、ユーザーへの利便性の観点から、同一都市にあり、

政策連携効果が見込まれるもの等については、情報管理の必要性等にも配慮し

つつ、施設の共用化を図る。このため、海外事務所を有する各独立行政法人や

主務府省は、相互の情報共有や共同の検討を行うこと等により連携を強化する。 

○ 職員研修・宿泊施設については、本部事務所、民間宿泊施設、貸会議室等の

利用により機能を代替できるものは廃止する。 

○ 本部事務所、地方支所、職員宿舎等その他の資産についても、事業規模を施

設に合わせて考える現状維持的な姿勢を改め、規模・コスト・立地等を再検証

し、徹底した効率化・合理化を図り、独立行政法人の事務・事業や実施方法の

見直しに伴い不要となるものの整理・統廃合、共用化を行う。 

 

３．取引関係の見直し  

 

 ① 随意契約の見直し等 

○ 各独立行政法人は、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」

（平成21年11月17日閣議決定）に基づき策定した随意契約等見直し計画を着
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実に実施する。具体的には、随意契約については、原則として一般競争入札

等に移行することとし、一般競争入札等であっても一者応札・応募となった

契約については、実質的な競争性が確保されるよう、公告方法、入札参加条

件、発注規模の見直し等の改善を図り、コストの削減や透明性の確保を図る。 

○ また、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」に基づき、主

務大臣及び各独立行政法人（契約監視委員会）は、各法人において締結され

た契約についての改善状況をフォローアップし、毎年公表する。総務省は、

その結果を取りまとめ、公表する。 

 

 ② 契約に係る情報の公開 

○ 独立行政法人が実施する事務・事業の大半は、財源として国民の税金が充

てられていることから、国民に対し、その使途についての説明責任を十全に

果たすとともに、徹底した透明性を確保する必要がある。 

○ 現在、独立行政法人会計基準に基づき、特定関連会社、関連会社及び関連

公益法人等（以下「関連法人」という。）に係る情報が開示されているとこ

ろであるが、関連法人以外の法人であっても、独立行政法人と一定の関係を

有するものについては、その情報公開の範囲を拡大することが適当である。 

○ このような観点から、独立行政法人が、当該独立行政法人において管理又

は監督の地位にある職を経験した者が再就職しており、かつ、総売上高又は

事業収入に占める当該独立行政法人との取引高が相当の割合である法人と契

約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の

状況について情報を公開するなどの取組を進める。 

 

 ③ 関連法人の利益剰余金等の国庫納付等 

○ 各独立行政法人は、関連法人との間で競争性のない随意契約や実質的な競

争が確保されていない契約（競争入札における一者応札や企画競争における

一者応募）等が行われていた場合、当該関連法人の利益剰余金又は内部留保

の有無を速やかに精査し、相応の部分について国庫納付する、あるいは当該

部分の額について国費の負担軽減に資するための措置を講ずるよう努める。 

 

 ④ 調達の見直し 

○ 各独立行政法人は、類似の事業類型に対応した共同調達の実施等を検討し、

コストの縮減を図る。特に研究開発事業に係る調達については、下記の取組

を進めるほか、他の研究機関と協力してベストプラクティスを抽出し、実行

に移す。 

ア）調達に係る仕様要件の見直しを行う。 

イ）調達方式による価格比較を行い、リース方式が割安な場合は積極的にこ

れを活用する。また、研究機器や保管機器等について他の研究機関との共

同利用等の可能性を検討する。 

ウ）価格調査に当たっては、他の研究機関の購入実績等を確認することなど

により適正価格の把握に努める。 
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○ 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 

号）に基づく官民競争入札等の積極的な導入を推進し、独立行政法人の提供

するサービスの質の維持・向上と経費削減を図る。 

○ 「公共サービス改革基本方針」（平成22年 7 月 6 日閣議決定）に基づき、

行政刷新会議に設置された公共サービス改革分科会において、公共サービス

改革を推進するための調達の効率化等に関する具体的方策が検討され、平成

23年春までに取りまとめられる予定であり、この結論を踏まえ、調達の効率

化等を図り、経費の削減等の措置を講ずる。 

 

４．人件費・管理運営の適正化  

 

 ① 人件費の適正化 

○ 独立行政法人の総人件費については、「公務員の給与改定に関する取扱い

について」（平成22年11月１日閣議決定）に基づき、今後進める独立行政法

人制度の抜本的な見直しの一環として厳しく見直す。 

○ 国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、国民の理解と納得が得られる

よう、その水準が国家公務員と同等のものとなるよう努める。 

ア）国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、給与水準の適正化に係る具

体的な方策と数値目標を内容とする取組を着実に実施する。 

イ）主務大臣は、上記取組の実施状況を的確に把握するとともに、人件費削

減の進ちょく状況、給与水準の在り方等を検証した上で、その結果を、国

家公務員と比べて給与水準が高い理由、講ずる措置等と併せ、総務大臣に

報告する。 

ウ）総務大臣は、上記の報告を取りまとめ、公表する。 

○ 各独立行政法人の長、理事及び監事等の報酬については、個人情報保護に

も留意しつつ、引き続き個別の額を公表する。 

○ 給与水準については、監事による監査、評価委員会による事後評価におい

ても、引き続き厳格なチェックを行う。 

 

 ② 管理運営の適正化 

○ 業務運営の在り方を、組織、業務実施方法、人員等の観点から抜本的に見

直し、簡素な管理部門、効率的な運営体制を確保することにより、業務運営

コストを削減する。このため、一般管理費及び事業費に係る効率化目標につ

いて、過去の効率化の実績を踏まえ、これまで以上の努力を行うとの観点か

ら具体的な目標を設定する。 

○ 法定外福利厚生費、給与振込経費、海外出張旅費などの事務に係る経費及

び職員の諸手当については、国家公務員に準じたものとなるよう徹底を図る。 

○ また、事業費等については、所要額の見積りの考え方を明確にするなど、

必要な経費を積算段階から精査できる取組を行い、徹底した透明化、合理化

を図るとともに、運営費交付金について、国の予算のガバナンスの観点から、

その在り方を検討する。 
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○ 組織のコンプライアンスの確保を推進するため、内部監査業務を的確に実

施する体制を整備する。 

 

５．自己収入の拡大  

 

○ 特定の者が検査料、授業料、利用料、配布価格、技術指導料等を負担して実

施する事業については、受益者の負担を適正なものとする観点から、その負担

の考え方を整理し、これに基づき、国民生活への影響に配慮しつつ検査料等の

見直しを行う。 

○ また、協賛、寄附等が見込める事業については、その拡大に努めることによ

り、国費の削減を図る。 

○ 出版物の版権、研究開発成果等に係る特許等による知的財産の活用等を通じ

て自己収入の拡大を図る。 

 

６．事業の審査、評価  

 

○ 複数の候補案件からの選択を要する事業については、案件の厳選による効率

的な事業実施や、選択・実施過程の更なる透明化を図るため、有識者から成る

第三者委員会を設置するなど効果的な外部評価の仕組みを導入する。 

○ また、中間評価において成果が期待できないと評価された事業は廃止するな

ど、評価結果を事業実施過程に適切に反映させるとともに、事業の選定・採択

時（事前）、実施時（中間）、終了時（事後）の各段階における評価結果をホ

ームページ上で公表することなどにより、国民への説明責任を果たす。 
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（別表） 

各独立行政法人について講ずべき措置 



講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01 研究活動 研究課題の精選 23年度から実施 　ナショナルセンターとして行うべき実際的・先導的研究課題を精選する。

02 研修事業
特別支援教育研究研修員制度の効率
化・合理化

23年度から実施 　ナショナルセンターが行う研修としての在り方を見直し、経費を縮減する。

03 教育相談 事業の効果的・効率的な実施 23年度から実施
　教育相談年報について、他の刊行物と統合するとともにインターネットを活用した提供を行う。教育相
談データベースの効果的運用の推進を図る。

事業の効果的・効率的な実施 23年度から実施
　国際交流に関する刊行物を見直し、他の刊行物と統合するとともにインターネットを活用した提供を行
う。

研究所セミナーの統合 23年度から実施 　毎年２回開催している研究所セミナーを統合し、経費を縮減する。

05 国際交流・国際貢献 国際セミナーの廃止 23年度から実施 　毎年開催している国際セミナーを廃止する。

実施時期 具体的内容

06 保有資産の見直し 職員研修館 22年度以降実施
　職員研修館を保有する必要性について検討し、不要と判断される場合には、用途廃止を含め、その処分
について検討を進める。

07 事務所等の見直し リエゾンオフィスの廃止 23年度中に実施
　リエゾンオフィス（芝浦）を廃止し、その機能を他機関事務所の機能とともに学術総合センターに集約
化する。

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】

04 情報普及

事務・事業

国立特別支援教育総合研究所文部科学省

【事務・事業の見直し】

- 3
1
 -



講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01 大学入試センター試験の実施 独立採算への移行 23年度から実施 　運営費交付金をゼロとし、運営費交付金に頼らない構造での運営とする。

02
大学の入学者選抜方法の改善に
関する調査研究

調査研究の重点化 23年度から実施 　センター試験の実施及び入試の改善に関する調査研究に特化する。

03
大学入学志望者の進路選択に資
する大学情報の提供

事業の廃止 22年度中に実施 　ガイダンスセミナーを廃止する。また、ハートシステム、ガイドブックを廃止する。

事務・事業

大学入試センター文部科学省

【事務・事業の見直し】

- 3
2
 -



講ずべき措置 実施時期 具体的内容

国立青少年交流の家、自然の家の自治
体・民間への移管等

22年度から実施
　自治体・民間への移管に向け、引き続き調整を進める。あわせて、これら以外の主体による運営につい
ても検討を行う。さらに、稼働率の低い施設については、廃止に向けた検討を行う。当面の課題として施
設利用料金の見直しや企画事業の在り方について検討を行う。

国立オリンピック記念青少年総合セン
ターの在り方の見直し

22年度から実施
　国立青少年交流の家、自然の家に関する上記の取組と合わせ、国立オリンピック記念青少年総合セン
ターについて、更なる効率的・効果的な利用を実現するために必要な方策を検討する。

02 子どもゆめ基金事業 子どもゆめ基金の国庫返納 22年度中に実施 　子どもゆめ基金（国費100億円）を国庫納付する。

実施時期 具体的内容

03 不要資産の国庫返納 子どもゆめ基金 22年度中に実施 　子どもゆめ基金（国費100億円）を国庫納付する。

事務・事業

国立青少年教育振興機構文部科学省

【事務・事業の見直し】

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】

01 青少年教育事業

- 3
3
 -



講ずべき措置 実施時期 具体的内容

自己収入の拡大 22年度中に実施 　宿泊施設の利用料の引上げにより自己収入を拡大する。

優先度の高い事業の重点化 23年度中に実施
　研修効果を全国に効果的に還元するため、研修の対象者や課題等を厳選する。また、研修成果の普及状
況を的確に把握し研修事業に反映する。

02 調査研究事業 事業の効率化 23年度から実施 　引き続き事業の効率的実施を図る。

03 情報事業 自己収入の拡大
23年度～27年度
に実施

　情報センターのデータベース利用に一部受益者負担を導入する。

実施時期 具体的内容

04 事務所等の見直し 借地の一部返還 23年度以降実施 　女性教育会館の借地の一部返還に関する埼玉県との交渉を通じて、借地料の引下げを図る。

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】

01 研修受入・交流事業

事務・事業

国立女性教育会館文部科学省

【事務・事業の見直し】

- 3
4
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講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01
調査研究、資料収集・保管、展
示・学習支援活動

自己収入の拡大 22年度から実施
　事業の拡充と協賛・寄付の拡大等を通じ、自己収入の拡大を図る。特に、YS-11については定期的な公開
を行うとともに、公開に関する協賛等を得て、自己収入の拡大を図る。あわせて、YS-11の保管経費の縮減
と公開の在り方について検討を行う。

実施時期 具体的内容

02 新宿分館 24年度中に実施 　新宿分館の機能を筑波に移転するとともに、移転後の不動産を国庫納付する。

03 霞ヶ浦地区 22年度中に実施 　霞ヶ浦地区を現物納付する。

04 取引関係の見直し
施設内店舗に係る競争的な入札制度の
導入

24年度から実施 　施設内店舗用地の賃借の入札方式について、企画競争を導入する。

05 組織体制の整備 経常研究に関する外部評価の導入 23年度から実施 　経常研究については、テーマの選定、進行管理、結果の評価の各段階において、外部評価を導入する。

06 制度の見直し 制度の在り方を検討 22年度から実施 　国の負担を増やさない形での事業の充実に向けて、制度の在り方を検討する。

不要資産の国庫返納

事務・事業

国立科学博物館文部科学省

【事務・事業の見直し】

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】
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講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01
ナノテクノロジーを活用する新
物質・新材料の創成のための研
究の推進事業

02
社会的ニーズに応える材料の高
度化のための研究開発の推進

03
研究成果の普及とその活用の促
進、及び物質・材料研究の中核
機関としての活動

事業の効率化 23年度から実施 　事業の効率的な遂行を図り、一般管理費を縮減する。

実施時期 具体的内容

04 不要資産の国庫返納 目黒地区事務所 24年度中に実施 　目黒地区事務所の機能をつくば市に移転するとともに、移転後の不動産を国庫納付する。

05 事務所等の見直し 東京会議室の廃止 23年度中に実施 　東京会議室を廃止し、その機能を他機関事務所の機能とともに学術総合センターへ集約化する。

06 取引関係の見直し
調達に係るベストプラクティスの抽出
と実行

23年度中に実施
　経費節減の観点から、研究開発等の特性に応じた調達の仕組みについて、他の研究開発法人と協力して
ベストプラクティスを抽出し、実行に移す。

07 組織体制の整備 管理部門の組織の見直し等 23年度から実施
　管理部門の組織の見直し及び一般管理費の縮減を図るとともに、その他の部門についても統合等の組織
の再編による効率化を図る。

物質・材料研究機構文部科学省

【事務・事業の見直し】

研究プロジェクトの重点化 23年度から実施

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】

事務・事業

　研究プロジェクトについて、優先度を踏まえた上で整理統合を行い、重点化する。特に、ナノテクノロ
ジー関連研究については、理化学研究所との間で効果的・合理的な研究推進の在り方を検討しつつ、より
緊密な連携体制を構築する。
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講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01
地震災害による被害の軽減に関
する研究開発及び災害に強い社
会の形成に役立つ研究事業

03
気象災害・土砂災害・雪氷災害
等による被害軽減に関する研究
開発事業

実施時期 具体的内容

04 雪氷防災研究センター新庄支所の廃止 24年度中に実施
　雪氷防災研究センター新庄支所を廃止する。ただし、降雪実験関連施設については、耐用年数の範囲内
で活用を図ることとする。

05
地震防災フロンティアセンターの見直
し

23年度中に実施 　神戸の地震防災フロンティアセンターを廃止し、その機能をつくば本所に集約化する。

06 取引関係の見直し
調達に係るベストプラクティスの抽出
と実行

23年度中に実施
　経費節減の観点から、研究開発等の特性に応じた調達の仕組みについて、他の研究開発法人と協力して
ベストプラクティスを抽出し、実行に移す。

文部科学省

【事務・事業の見直し】

23年度中に実施

事務所等の見直し

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】

事務・事業

研究プロジェクトの重点化

02
火山災害による被害の軽減に関
する研究開発事業

　研究プロジェクトについて、優先度を踏まえた上で整理統合を行い、重点化する。特に、地震研究につ
いては、海洋研究開発機構との間での統合を念頭に更に緊密な連携を進める。

23年度中に実施 　Eディフェンスの余剰スペースの貸出しを行うことにより、自己収入の拡大を図る。

防災科学技術研究所

自己収入の拡大

- 3
7
 -



講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01
放射線安全・緊急被ばく医療研
究事業

02
放射線に関するライフサイエン
ス研究事業

03
放射線基盤技術と研究環境の整
備・管理

実施時期 具体的内容

04 事務所等の見直し 那珂湊支所の廃止 22年度中に実施 　那珂湊支所を廃止し、その機能を本所（千葉市）に集約する。

05 取引関係の見直し
調達に係るベストプラクティスの抽出
と実行

23年度中に実施
　経費節減の観点から、研究開発等の特性に応じた調達の仕組みについて、他の研究開発法人と協力して
ベストプラクティスを抽出し、実行に移す。

23年度中に実施
　研究プロジェクトについて、優先度を踏まえた上で整理統合を行い、重点化する。特に、分子イメージ
ング研究については、理化学研究所との間で整理統合の検討を進める。

放射線医学総合研究所文部科学省

【事務・事業の見直し】

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】

事務・事業

研究プロジェクトの重点化

- 3
8
 -



講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01
収集・保管・展示・調査研究事
業

自己収入の拡大 22年度から実施
　寄付の拡大等を通じ、自己収入の拡大を引き続き行う。具体的には、企業からの支援（協賛金等）の獲
得、募金箱の設置のほか、「キャンパスメンバーズ」等への加入者の増大などに取り組む。

02 教育普及事業
キュレーター（学芸担当員）研修の見
直し

23年度中に実施
　ナショナルセンターとして、参加実績が低調であることにかんがみ、キュレーター研修の在り方を見直
す。

実施時期 具体的内容

03 取引関係の見直し
施設内店舗に係る競争的な入札制度の
導入等

24年度から実施
　施設内店舗用地の賃借について、より一層の鑑賞環境の向上と効率化のため、企画競争を導入するなど
競争性と透明性を確保した契約方式とする。

04 制度の見直し 制度の在り方を検討 22年度から実施 　国の負担を増やさない形での事業の充実に向けて、制度の在り方を検討する。

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】

事務・事業

国立美術館文部科学省

【事務・事業の見直し】

- 3
9
 -



講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01 展覧事業

02 教育普及事業

03 調査研究事業

04 展示出版事業

05 情報公開事業

06 国際研究協力事業

07 研修事業

実施時期 具体的内容

08 取引関係の見直し
施設内店舗に係る競争的な入札制度の
導入等

23年度から実施
　施設内店舗用地の賃借について、より一層の鑑賞環境の向上と効率化のため、企画競争を導入するなど
競争性と透明性を確保した契約方式とする。

09 制度の見直し 制度の在り方を検討 22年度から実施 　国の負担を増やさない形での事業の充実に向けて、制度の在り方を検討する。

22年度から実施
　寄付の拡大等を通じ、自己収入の拡大を行う。具体的には寄付や賛助会員等への加入者の増加、募金箱
の設置、映画等のロケーションのための建物等の貸与や会議・セミナーのための会議室の貸与等により引
き続き取り組む。

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】

自己収入の拡大

事務・事業

国立文化財機構文部科学省

【事務・事業の見直し】

- 4
0
 -



講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01
各地域で中核的な役割を担う校
長・教員その他の学校教育関係
職員に対する研修

02
学校教育関係職員に対する研修
に関する指導、助言、援助

実施時期 具体的内容

03 保有資産の見直し つくば本部 27年度中に実施 　つくば本部の土地について、平成26年度の購入完了後の国庫納付等を検討する。

04 東京事務所の廃止 23年度中に実施
　東京事務所（虎ノ門）を廃止し、その機能を他機関事務所の機能とともに学術総合センターに集約化す
る。

05 研修・宿泊施設の管理 23年度から実施 　研修・宿泊施設の管理については全面的に民間委託を行い、経費を縮減する。

自治体への移管等 23年度から実施
　原則として事業を自治体に移管することとし、国による実施が必要不可欠なもののみ限定的に実施す
る。

事務所等の見直し

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】

事務・事業

教員研修センター文部科学省

【事務・事業の見直し】

- 4
1
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講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01 新技術創出研究事業

02 新技術の企業化開発事業

03 国際研究交流事業

日本科学未来館の直轄運営
22年度から実施
（実施済み）

　日本科学未来館については、科学技術広報財団への委託を取りやめ、直轄運営とする（22年10月）。

科学技術文献情報提供事業の民間事業
者によるサービスの実施

23年度から実施
　科学技術文献情報提供事業については、平成23年度中に引受け手となる事業者の選定を開始し、平成24
年度中に民間事業者によるサービスを実施する。

電子情報発信・流通促進事業等の一層
の効率化

23年度中に実施
　科学技術情報連携活用推進事業、電子情報発信・流通促進事業、技術者継続的能力開発事業、研究者人
材データベース構築事業、バイオインフォマティクス推進センター事業については、一層の効率化を図
り、事業規模を縮減する。

実施時期 具体的内容

06 伊東研修施設 23年度中に実施 　伊東研修施設の持分所有権を処分し、売却収入を国庫納付する。

07 与野宿舎、池袋宿舎 23年度以降実施 　与野宿舎、池袋宿舎については、現入居者が退去次第、速やかに国庫納付の手続を開始する。

08 二番町事務所等７事務所の集約化
23年度を目途に
実施

　二番町事務所等７事務所については、平成23年度を目途に集約化し、コストを縮減する（年間1.6億円以
上のコストダウンを実現する）。

09 海外事務所の見直し 22年度中に実施
　パリ、北京の海外事務所を他の研究開発法人と共用化するなど、海外事務所の廃止又は他機関事務所と
の共用化を更に進めるための検討を行い、具体的な結論を得る。

10 イノベーションブランチ岐阜の廃止
22年度中に実施
（実施済み）

　イノベーションブランチ岐阜を廃止する（22年9月）。

11
イノベーションプラザ等（19か所）の
廃止

23年度以降実施 　全国19か所に立地するイノベーションプラザ等について、自治体等への移管等を進め、廃止する。

12 取引関係の見直し
調達に係るベストプラクティスの抽出
と実行

23年度中に実施
　経費節減の観点から、研究開発等の特性に応じた調達の仕組みについて、他の研究開発法人と協力して
ベストプラクティスを抽出し、実行に移す。

13 組織体制の整備 間接部門の整理統合等 22年度から実施
　間接部門を整理統合することにより経費の縮減を図るとともに、その他の部門についても統合による効
率化を図る。

　政府における総合科学技術会議の在り方に関する見直しと並行して、事業の優先度を明確化し、重点化
を行う。特に、地域イノベーション創出総合支援事業については平成25年度末までに、理科支援員等配置
事業については平成24年度末までに廃止する。
　また、競争的資金制度の大括り化を徹底させ、トップダウン型の競争的資金制度を統合する中で事業運
営を効率化する。平成23年度予算については、平成22年11月の事業仕分けの結果を踏まえ、競争的資金制
度全体の要求の縮減の中で適切に対応する。

23年度から実施
事業の優先度の明確化、重点化、競争
的資金制度の大括り化の徹底

05 科学技術情報流通促進事業

科学コミュニケーションの推進
事業

04

事務・事業

科学技術振興機構文部科学省

【事務・事業の見直し】

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】

不要資産の国庫返納

事務所等の見直し

- 4
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講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01 学術研究の助成
文部科学省との役割分担の見直し等、
競争的資金制度の大括り化の推進

23年度中に実施

　事業遂行に関する文部科学省との役割分担の見直しや審査結果・進ちょく評価結果に関する他機関との
情報提供を通じた事業の効率的な遂行を実現する。
　また、科学研究費補助金制度については、本法人が公募・審査を行い、文部科学省が交付を行っている
「特別推進研究」、「若手研究（A・B）」については、本法人に一元化する。さらに、大括り化の検討を
含め、効果的、効率的な研究助成を実施する観点から研究種目を継続的に見直す。平成23年度予算につい
ては、平成22年11月の事業仕分けの結果を踏まえ、競争的資金制度全体の要求の縮減の中で適切に対応す
る。

02
学術の振興に関する調査及び研
究

ガバナンスの強化、センター研究員へ
の謝金支払の適正化、学術研究動向調
査研究の適正化

23年度から実施
　学術システム研究センターの組織運営について、外部有識者の登用等によるガバナンスの強化を図る。
また、センター研究員への謝金支払について、勤務実態を把握した上で支払う。学術研究動向調査研究に
係る経費については、一律支給ではなく、計画書を踏まえて支給する。

03
研究者養成のための資金の支
給、学術に関する国際交流の促
進等、その他事業

事業の廃止・縮減を含めた整理合理化 22年度から実施

　国際交流事業の廃止・縮減を含めた整理合理化など見直しを行う。特に、外国開催国際研究集会派遣、
拠点大学交流事業については平成22年度で廃止する。アジア研究教育拠点事業等のアジア関係事業の統
合・メニュー化、及び、論文博士号取得希望者への援助の在り方については平成23年度中に検討し、結論
を得て、平成24年度から実施する。また、産学協力総合研究連絡会議等の運営の在り方については平成22
年度中に検討する。

実施時期 具体的内容

04
一番町事務所、一番町第二事務所の移
転集約化

22年度以降実施 　一番町にある２か所の国内事務所について移転・集約化の可能性を検討する。

05 海外事務所の見直し 22年度中に実施
　北京、バンコクの海外事務所を他の研究開発法人等と共用化するなど、海外事務所の廃止又は他機関事
務所との共用化を更に進めるための検討を行い、具体的な結論を得る。

事務所等の見直し

事務・事業

日本学術振興会文部科学省

【事務・事業の見直し】

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】
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講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01
新たな研究領域を開拓し科学技
術に飛躍的進歩をもたらす先端
的融合研究の推進

02
国家的・社会的ニーズを踏まえ
た戦略的・重点的な研究開発の
推進

03
最高水準の研究基盤の整備・共
用・利用研究の推進

04
研究環境の整備・研究成果の還
元及び優秀な研究者の育成・輩
出等

委託業務の経費縮減 23年度中に実施
　植物科学研究事業及びバイオリソース事業については、平成21年11月の事業仕分けの結果を踏まえ、よ
り一層の効率的・効果的な実施に努めることとする。

実施時期 具体的内容

05 保有資産の見直し 板橋分所 23年度以降実施
　板橋分所については、当該分所が担っている機能の代替措置の検討を進め、その結果を踏まえ資産の処
分を検討する。

06 東京事務所の廃止 23年度中に実施 　東京事務所（丸の内）を廃止し、他法人の類似の事務所と共用化を実施する。

07 海外事務所の見直し 23年度から実施
　中国事務所について、平成22年度中に開設の認可が下りた場合、平成23年度に準備室を廃止し、科学技
術振興機構と共用の中国事務所を設置する。平成22年度中に認可が下りない場合、平成23年度に現行の準
備室の運用を廃止し、科学技術振興機構の事務所の一部を活用する。

08 職員宿舎の見直し 借上宿舎数、自己負担率の見直し 23年度から実施
　職員宿舎の借上宿舎数、自己負担率の見直しについて、管理部門の経費を縮減する観点から扱いを検討
する。

09 SPring－８の業務委託見直し 23年度から実施
　SPring－８関連業務については、委託する業務の範囲や契約形態を見直し、競争性を高めるなど、効率
的・効果的な運営を図る。

10
調達に係るベストプラクティスの抽出
と実施

23年度中に実施
　経費節減の観点から、研究開発等の特性に応じた調達の仕組みについて、他の研究開発法人と協力して
ベストプラクティスを抽出し、実行に移す。

11 人件費の見直し ラスパイレス指数の低減 22年度から実施
　管理職手当の見直し等によりラスパイレス指数を引き下げる取組を着実に実施するとともに、人件費全
体の抑制を更に図る。

　研究プロジェクトについて、優先度を踏まえた上で整理統合を行い、重点化する。特に、分子イメージ
ング研究については、放射線医学総合研究所との間で整理統合の検討を進める。また、ナノテクノロジー
関連研究については、物質・材料研究機構との間で効果的・合理的な研究推進の在り方を検討しつつ、よ
り緊密な連携体制を構築する。また、委託業務については、費用対効果を検証し、経費縮減を図る。

事務所等の見直し

取引関係の見直し

文部科学省

【事務・事業の見直し】

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】

事務・事業

研究プロジェクトの重点化

理化学研究所

23年度から実施
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講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01 衛星による宇宙利用

02 宇宙科学研究・宇宙探査

03 国際宇宙ステーション

04 宇宙輸送

05 航空科学技術事業

06 宇宙航空技術基盤の強化

07 JAXAi（広報施設）の運営 廃止 22年度中に実施 　現行JAXAiを廃止する。

実施時期 具体的内容

08 JAXAi（広報施設）の廃止 22年度中に実施 　現行JAXAiを廃止する。

09 東京事務所の見直し 24年度中に実施 　効率化の観点から、東京事務所（丸の内）と大手町分室（丸の内）の整理統合を実施する。

10 鹿児島厚生施設の廃止 22年度中に実施 　鹿児島厚生施設を廃止する。

11 名古屋駐在員事務所の廃止 23年度中に実施 　名古屋駐在員事務所を廃止する。

12 海外事務所の見直し 22年度中に実施
　ワシントン、パリの駐在員事務所を他の研究開発法人の海外事務所と共用化するなど、駐在員事務所の
廃止又は他機関事務所との共用化を進めるための検討を行い、具体的な結論を得る。

13 取引関係の見直し
調達に係るベストプラクティスの抽出
と実施

23年度中に実施
　経費節減の観点から、研究開発等の特性に応じた調達の仕組みについて、他の研究開発法人と協力して
ベストプラクティスを抽出し、実行に移す。

14 人件費の見直し ラスパイレス指数の低減 22年度から実施
　管理職手当の見直し等によりラスパイレス指数を引き下げる取組を着実に実施するとともに、人件費全
体の抑制を更に図る。

事務所等の見直し

研究プロジェクトの重点化
民間資金の一層の活用

23年度から実施

　研究プロジェクトについて、優先度を踏まえた上で整理統合を行い、重点化する。特に、航空機技術に
関する開発事業については、安全や環境に関連するものへの重点化を進める。飛行船関連事業については
廃止する。また、研究の実施に際し資金調達を多様化するなど、民間資金を一層活用する具体的方策につ
いて検討する。また、後年度の資金計画及び平成23年度予算については、平成22年11月の事業仕分けの結
果（「資金計画の見直し」及び「予算要求の縮減」）を踏まえ、適切に対応する。

文部科学省

【事務・事業の見直し】

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】

事務・事業

宇宙航空研究開発機構

- 4
5
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講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01
ナショナルスタジアムの運営・
提供等に関する業務

自己収入の拡大 23年度中に実施 　代々木競技場の売店設置料金に売上比例方式の導入を図る。

02
国際競技力向上のための研究・
支援等業務

自己収入の拡大 23年度中に実施 　西が丘サッカー場の命名権の売却や固定広告物の掲示等の導入を図る。

03 スポーツ振興投票業務

04 スポーツ振興基金等業務

05
災害共済給付業務、学校安全支
援業務

学校安全支援業務のうち、食の安全課
が行う業務は原則として廃止

23年度中に実施

　学校安全支援業務のうち、食の安全課が行う業務は廃止する。検査・研修施設も廃止する。ただし、実
際に食中毒が発生した場合に係る業務は、保健所や関係機関等と調整を行いつつ、必要最小限の機能につ
いては同一法人内の他部局等へ移管・統合する（ただし、へき地における食に関する支援事業については
24年度末までに実施する。）。

実施時期 具体的内容

06 不要資産の国庫返納 検査・研修施設 24年度中に実施 　検査・研修施設（阿佐谷）については国庫納付する。

07 事務所等の見直し 海外事務所の見直し 24年度中に実施
　ロンドンオリンピック終了後の業務縮小に伴い、他機関事務所との共用化を含め、海外事務所の在り方
を検討する。

　引き続き事業の効果的・効率的な実施を図る。

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】

事務・事業

日本スポーツ振興センター文部科学省

【事務・事業の見直し】

事業の効果的・効率的な実施 22年度から実施

- 4
6
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講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01 芸術文化活動に対する支援

02
伝統芸能の公開及び現代舞台芸
術の公演

03
伝統芸能の伝承者の養成及び現
代舞台芸術の実演家その他の関
係者の研修

04
伝統芸能及び現代舞台芸術に関
する調査研究の実施並びに資料
の収集及び活用

実施時期 具体的内容

05 制度の見直し 制度の在り方を検討 22年度から実施 　国の負担を増やさない形での事業の充実に向けて、制度の在り方を検討する。

06 組織体制の整備 運営体制の在り方の検討 23年度中に実施
　新国立劇場及び国立劇場おきなわについて、新国立劇場運営財団及び国立劇場おきなわ運営財団への委
託が実施されているが、法人が直営する場合との比較を含め、将来の運営体制についての検討を行い、結
論を得る。

　事業の優先度を踏まえ、伝統芸能伝承者養成事業への重点化を行う。

自己収入の拡大 23年度中に実施 　自己収入の拡大を図るため、引き続き寄付金収入の増加等に取り組む。

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】

事務・事業

日本芸術文化振興会文部科学省

【事務・事業の見直し】

事業の優先度を踏まえた重点化 23年度中に実施

- 4
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講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01 奨学金貸与事業 減額返還制度の導入 22年度中に実施 　経済的理由による返還猶予者に対し、減額返還の仕組みを導入する。

留学生宿舎等（国際交流会館等）の設
置・運営の廃止

23年度中に実施 　大学・民間等への売却を進め、平成23年度末までに廃止する。

留学情報センターの廃止 22年度中に実施 　留学情報センター（東京・神戸）は廃止する。

私費外国人留学生学習奨励費の見直し 23年度中に実施
　成果検証を厳しく行うとともに、渡日前の予約採用の拡充を図る。さらに、留学生借り上げ宿舎支援事
業等を統合し、奨学金を中心とした私費外国人留学生等奨励費給付事業として運営する。

学生支援情報データベースの廃止 22年度中に実施 　学生支援情報データベースを廃止する。

冊子「大学と学生」の廃止 22年度中に実施 　冊子「大学と学生」を廃止する。

研修事業の重点化、有料化 23年度中に実施 　研修事業については、真に必要な研修会に厳選するとともに研修の有料化を検討する。

各種調査の重点化 23年度中に実施 　各種調査については、厳選・分類し、当該調査を必要とする事業の一環として実施する。

実施時期 具体的内容

04 国際交流会館等 23年度以降実施 　国際交流会館等（13か所）の譲渡により生じた収入の額は、政府支出の比率に応じて国庫納付する。

05 職員宿舎 23年度以降実施
　職員宿舎（７か所）については、真に必要な宿舎以外のものは売却を検討する。売却収入については、
国庫納付する又は貸倒引当財源に係る国庫の負担軽減に資する形で活用をする。

06 市谷事務所の在り方を検討 24年度中に実施
　市谷事務所の在り方については、国際交流会館等の廃止、経済合理性等を勘案しつつ、検討し、一定の
結論を得る。

07 海外事務所の見直し 22年度中に実施
　バンコク事務所を日本学術振興会と共用化するなど、海外事務所の廃止又は他機関事務所との共用化を
進めるための検討を行い、具体的な結論を得る。

08 東海北陸支部（分室）の在り方を検討 23年度以降実施 　東海北陸支部（分室）について、廃止も含めて検討する。

保有資産の見直し

事務所等の見直し

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】

02 留学生支援事業

03 学生生活支援事業

事務・事業

日本学生支援機構文部科学省

【事務・事業の見直し】
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講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01 地球環境変動研究

02 地球内部ダイナミクス研究

03 海洋・極限環境生物圏研究

04 海洋に関する基盤技術開発

05 深海地球ドリリング計画推進

06 地球シミュレータ計画推進

07
科学技術に関する研究開発又は
学術研究を行う者等への施設・
設備等の共用

実施時期 具体的内容

08 東京事務所の廃止 23年度中に実施 　東京事務所（西新橋）を廃止し、他法人の類似の事務所と共用化する。

09 海外事務所の見直し 22年度中に実施
　ワシントン事務所について、廃止又は規模縮小及び他の研究開発法人との共用化を進めるための検討を
行い、具体的な結論を得る。

10 取引関係の見直し
調達に係るベストプラクティスの抽出
と実施

23年度中に実施
　経費節減の観点から、研究開発等の特性に応じた調達の仕組みについて、他の研究開発法人と協力して
ベストプラクティスを抽出し、実行に移す。

11 人件費の見直し ラスパイレス指数の低減 22年度から実施
　管理職手当の見直し等によりラスパイレス指数を引き下げる取組を着実に実施するとともに、人件費全
体の抑制を更に図る。

　研究プロジェクトについて、優先度を踏まえた上で整理統合を行い、重点化する。特に、次世代モデル
研究については見直しを行う。また、地震研究については、防災科学技術研究所との統合を念頭に、更に
緊密な連携を進める。さらに、プレカンブリアンエコシステムラボユニットに関する研究について、その
内容を見直す。

23年度中に実施
　深海地球ドリリング計画推進及び地球内部ダイナミクス研究については、平成21年11月の事業仕分けの
結果を踏まえ、より一層の効率的・効果的な実施に努めることとする。

事務所等の見直し

文部科学省

【事務・事業の見直し】

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】

事務・事業

海洋研究開発機構

研究プロジェクトの重点化

23年度から実施
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講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01 国立高等専門学校の設置・運営 国立高等専門学校の高度化再編 22年度から実施
　各地域のニーズや入学志願者の動向等を踏まえた上で、個々の高等専門学校の自主性・自律性等を尊重
しつつ、引き続き国立高等専門学校の高度化再編の可能性を検討する。

実施時期 具体的内容

02 事務所等の見直し 東京事務所の廃止 23年度中に実施
　東京事務所（田町）を廃止し、その機能を他機関事務所の機能とともに学術総合センターに集約化す
る。

03 保有資産の見直し 研修・宿泊施設の売却 23年度中に実施
　長野工業高専黒姫団地、鳥羽商船神奈川団地を売却する。ただし、後援会からの寄付により取得した経
緯に留意しつつ、売却収入の扱いについては検討する。

04 職員宿舎の見直し 借上宿舎に係る上限額の設定 23年度中に実施 　借上宿舎に係る上限値の設定について、管理部門の経費を縮減する観点から扱いを検討する。

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】

事務・事業

国立高等専門学校機構文部科学省

【事務・事業の見直し】

- 5
0
 -



講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01
認証評価事業
（大学等の教育研究等の総合的
状況に関する評価）

民間評価機関による事業実施の検討 22年度以降実施
　民間評価機関による事業の実施に向けて、関係者の意見調整を図り、考え方を整理する。平成23年度か
ら評価手数料を引き上げ、他の事業との経費を区分して収支を明らかにすることで、民間評価機関とのイ
コールフッティングを図る。

02
認証評価事業
（専門職大学院の教育研究活動
等の状況に関する評価）

民間評価機関による事業実施の検討 22年度中に実施 　民間評価機関を含む関係者による公開の検討の場を設け、対応を検討し、結論を得る。

機構が業務を独占しない評価の在り方
の検討

22年末までに実
施

　機構が業務を独占しない評価の在り方について対応を検討する。

運営体制の見直し 23年度から実施 　運営体制の見直し（人員減）等により事業費を縮減する。

04 学位授与事業 自己収入の拡大 23年度から実施 　省庁大学校の課程修了者に対する学位授与については、国費を投入しない。

05 調査及び研究 事業の効果的・効率的な実施 22年度から実施 　引き続き事業の効果的・効率的な実施を図る。

06 情報の収集・整理・提供 既存の大学情報データベースの廃止 23年度から実施 　既存の大学情報データベースについては廃止する。

実施時期 具体的内容

07 事務所等の見直し 東京事務所等の集約・共用化 23年度中に実施
　国立特別支援教育総合研究所、物質・材料研究機構、教員研修センター、国立高等専門学校機構の事務
所等を集約・共用化することとし、国立大学財務・経営センターとともに本法人が保有する学術総合セン
ターの一部を提供する。

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】

03
国立大学法人評価（中期目標期
間の評価）における教育研究評
価

事務・事業

大学評価・学位授与機構文部科学省

【事務・事業の見直し】
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1
 -



講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01 施設費貸付事業、承継債務償還
施設費貸付事業の見直し（承継債務償
還については、施設費貸付事業と一体
的に検討）

22年度以降実施
　事業については将来的に廃止を検討するが、国立大学附属病院が直面する施設設備整備の必要性と資金
調達の現状にかんがみて当面継続する。

施設費交付事業の見直し（旧特定学校
財産の管理処分については、施設費交
付事業と一体的に検討）

22年度以降実施
　事業については将来的に廃止を検討するが、国立大学法人が直面する施設整備の必要性と資金確保の困
難性等にかんがみて当面継続する。

事業の廃止 22年度中に実施 　財産管理・処分・有効活用に関する協力・助言を廃止する。

22年度以降実施 　高等教育に係る財政及び国立大学法人等の財務・経営に関する調査及び研究を廃止する。

22年度中に実施 　財務・経営の改善に資するための情報提供、協力・助言を廃止する。

実施時期 具体的内容

04 保有資産の見直し キャンパス・イノベーションセンター 24年度以降実施

　独立行政法人整理合理化計画に基づき、平成21年度より管理・運営業務を廃止し、平成23年度末までの
間の経過措置として東京工業大学及び大阪大学が管理・運営業務を行っているキャンパス・イノベーショ
ンセンター（東京及び大阪）については、経過措置終了後に建物の売却や他機関への移管等を行うための
準備を進める。

05
学術総合センター内の講堂・会議室等
の売却を検討

22年度中に実施
　学術総合センターの１、２階にある講堂・会議室等について、自治体・民間に売却することを含め、年
度内を目途に結論をまとめる。

06 東京事務所等の集約・共用化 23年度中に実施
　国立特別支援教育総合研究所、物質・材料研究機構、教員研修センター、国立高等専門学校機構の事務
所等を集約・共用化することとし、大学評価・学位授与機構とともに本法人が保有する学術総合センター
の一部を提供する。

07 法人の見直し
事業の実施主体等に関する検討を行い
結論を得た上で国立大学財務・経営セ
ンターを廃止

22年度以降実施
　国立大学財務・経営センターについては、当面継続される上記事業にふさわしい実施主体の在り方やセ
ンター債券の扱い等所要の事項に関する検討を行い、その結論を得た上で、廃止する。

事業の廃止

事務所等の見直し

02

施設費交付事業、旧特定学校財
産の管理処分、財産管理・処
分・有効活用に関する協力・助
言

03

高等教育に係る財政及び国立大
学法人等の財務・経営に関する
調査及び研究、財務・経営の改
善に資するための情報提供、協
力・助言

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】

事務・事業

国立大学財務・経営センター文部科学省

【事務・事業の見直し】
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講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01 高速増殖炉(FBR)サイクル技術

02
高レベル放射性廃棄物処分技術
研究開発

03 核融合研究開発

04 量子ビーム応用研究

05
原子力基礎基盤研究､安全･核不
拡散研究､再処理技術開発

06
廃止措置・放射性廃棄物処理処
分研究開発事業

07
システム計算科学センターの運
営

システム計算科学センターの廃止 23年度中に実施 　システム計算科学センター（上野）を廃止し、その機能を東京大学内へ移転する。

実施時期 具体的内容

08 不要資産の国庫返納 那珂核融合研究所未利用地 25年度以降実施 　那珂核融合研究所未利用地を処分する。

09 東京事務所の廃止 23年度中に実施 　東京事務所（内幸町）を廃止し、他法人の類似の事務所と共用化を実施する。

10 海外事務所の見直し 22年度中に実施
　ワシントン、パリの海外事務所を他の研究開発法人と共用化するなど、海外事務所の廃止又は他機関事
務所との共用化を進めるための検討を行い、具体的な結論を得る。

11 取引関係の見直し
調達に係るベストプラクティスの抽出
と実施

23年度中に実施
　経費節減の観点から、研究開発等の特性に応じた調達の仕組みについて、他の研究開発法人と協力して
ベストプラクティスを抽出し、実行に移す。

12 人件費の見直し ラスパイレス指数の低減 22年度から実施
　管理職手当の見直し等によりラスパイレス指数を引き下げる取組を着実に実施するとともに、人件費全
体の抑制を更に図る。

　研究プロジェクトについて、優先度を踏まえた上で整理統合を行い、重点化する。特に、量子ビームテ
クノロジーを用いた生命科学に特化した研究については廃止する。

23年度中に実施
　また、廃止措置・放射性廃棄物処理処分研究開発及び高速増殖炉サイクル実用化研究開発等について
は、平成22年10月の事業仕分けの結果を踏まえ、より一層の効率的・効果的な実施に努めることとする。

23年度から実施
　もんじゅを軸とした高速増殖炉の開発については、必要な経費を積算段階から精査できる体制・仕組み
を整えるとともに、電気事業者や原子力関連事業者等の関係者による外部委員会を設置し、事業の進め方
に関するガバナンスの強化を図る。

事務所等の見直し

文部科学省

【事務・事業の見直し】

講ずべき措置

【資産・運営等の見直し】

事務・事業

日本原子力研究開発機構

研究プロジェクトの重点化

23年度から実施
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